（参考）企業独自の休暇の取得事由に不妊治療を含める場合の就業規則の規定例
第○条会社は社員が次の各号のいずれかの事由により休暇を請求したときは、１年につき○日を限度に休暇を与える。
①配偶者の出産(出産当日前後各４週間以内)
②家族の看護(配偶者及び２親等以内の者。ただし、小学校第３学年修了前の子を除く。)
③家族の疾病予防又は検診(配偶者及び２親等以内の者。ただし、小学校第３学年修了前の子を除く。)
④子の学校行事への参加(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及びこれに準ずる学校。ただし、小学校第３学年修了前の子に係る入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加を除く)
⑤不妊治療
２	前項の休暇の合計日数のうち、○日は出勤扱いとし、これを超える日数は公休扱いとする。



